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半
田
市
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
に
関
す
る
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を
定
め
、
市
、
議
会
、
事

業
者
及
び
市
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の

基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
て
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
籍
、
民
族

等
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
市
民
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
社
会
参
画
が
図
ら
れ
る
地
域
社
会
の
形
成
を
促

進
し
、
も
っ
て
豊
か
で
活
力
あ
る
社
会
の
実
現
を
目
的
と
す
る
。  

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
多
文
化
共
生
社
会
」
と
は
、
国
籍
、
民
族
等
の
異
な
る
人
々
が
、
文

化
的
な
違
い
を
理
解
し
、
地
域
社
会
の
構
成
員
と
し
て
対
等
な
関
係
を
築
こ
う
と
し
な
が
ら
共
に
生

き
よ
う
と
す
る
社
会
を
い
う
。  

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
は
、
豊
か
で
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
個
人
の
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
市

民
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と 

二 

市
民
が
地
域
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
地
域
社
会
に
お
け
る
様
々
な
活
動
に
主
体
的
に
参

画
で
き
る
こ
と 

２ 

多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
は
、
市
、
議
会
、
事
業
者
、
市
民
等
の
適
切
な
役
割
分
担
の
下
に
協
働

し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
市
の
責
務
）  

第
四
条 

市
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
な
施

策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。  

（
議
会
の
責
務
） 

第
五
条 

議
会
は
、
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
に
関
す
る
活
動
に
主
体
的
に
参
加
す
る
と
と
も
に
、
関

係
機
関
と
連
携
し
て
基
本
施
策
の
立
案
及
び
推
進
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
事
業
者
の
責
務
）  

第
六
条 

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進

に
努
め
る
と
と
も
に
、
市
が
実
施
す
る
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。  
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（
市
民
の
責
務
） 

第
七
条 
市
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
、
職
域
、
学
校
、
家
庭
そ
の
他
の
社
会
の
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
お
い
て
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
に
寄
与
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
多
文
化
共
生
社
会
推
進
計
画
） 

第
八
条 

市
は
、
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
、

多
文
化
共
生
社
会
推
進
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

市
は
、
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
民
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

（
市
民
の
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
支
援
）  

第
九
条 

市
は
、
市
民
が
行
う
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
に
関
す
る
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
情
報
の

提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
教
育
の
充
実
） 

第
十
条 

市
は
、
市
が
推
進
す
る
教
育
方
針
に
基
づ
き
、
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
も
学
べ

る
学
習
環
境
の
整
備
お
よ
び
充
実
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
推
進
体
制
の
整
備
）  

第
十
一
条 

市
は
、
多
文
化
共
生
社
会
を
推
進
す
る
た
め
、
事
業
者
、
市
民
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体

等
と
連
携
し
、
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。  

（
調
査
研
究
）  

第
十
二
条 

市
は
、
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
多
文
化
共
生
社
会
の
推

進
に
関
す
る
施
策
の
策
定
に
必
要
な
調
査
研
究
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
財
政
上
の
措
置
）  

第
十
三
条 

市
は
、
多
文
化
共
生
社
会
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の

措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。  

（
委
任
）  

第
十
四
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
市
で
定
め
る
。  

 

附  

則  

（
施
行
期
日
）  

１ 
 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。  


